
動画制作規約 

 

【お申込みの条件】 

1. 申込書を提出又は電磁的方法により送信頂いた時点で契約成立とします（申込書の提出

又は送信によりお客様・当社間に成立する契約を以下「本契約」といいます）。 

 

2. 申込書別紙や詳細事項に関する個別契約（お客様・当社間で別途合意した方法によるメ

ッセージやメールの取り交わしによる契約）がある場合、本契約と不可分一体とし、同一条

件が適用されます。 

 

3. お客様のご都合のキャンセルは、キャンセル日に拘わらずお申込金額の全額を頂きます。 

 

4. 本契約に基づき当社が負う損害賠償責任は、お申込金額を上限とします。 

 

5. お客様は、申込書の提出と同時に、別途当社が提示する様式による反社会的勢力排除に

関する誓約書を当社に提出するものとし、当該誓約書に規定された事項は、本契約の一部を

構成するものとします。 

 

【制作業務の委託条件】 

1. 天候（日照も含む）あるいは日程調整（不可抗力に限りません）に伴い、スケジュール

及び納品日が変更となりお客様に損害が発生した場合、お客様は当社を免責するものとし、

また変更に伴う諸費用について、当社はお客様にその追加費用を請求できるものとします。 

 

2. 当社は、お客様の承認を得た、企画、構成等に基づいて、撮影、編集、録音等を行い動画

を制作し（以下「素材動画」という）、甲の承認を受け完成動画として納品するものとしま

す。なお、甲は、完成動画の内容及び技術的クオリティが企画、構成等に合致する限り、そ

の承認を拒むことはできないものとします。 

 

3. お客様は当社に対し、納品前に限り、編集中の素材動画を常識の範囲内で２回に限り修

正作業を求めることができるものとします。但し、お客様は、素材動画の納入を受けた後、

当社が別途電子メールで指定する期日（以下「検査期日」といいます）までに当該素材動画

を検査し、お客様の企画意図に合致しない場合は、直ちにその旨当社に通知するものとしま

す。お客様が、当社に対し、検査期日までに、検査不合格である旨を通知しなかった場合、

検査に合格したものとみなし、お客様は当社に対し、修正作業を求めることはできないもの

とします。なお、当社が修正作業を行う場合、お客様及び当社は変更に伴う制作費用の増加

分及び納入期日について別途協議するものとします。 



 

4. 本業務にかかる特許権（特許を受ける権利を含みます）、著作権（著作権法第２７条およ

び第２８条に定める権利を含む）その他の知的財産権（以下「知的財産権」といいます）は、

納品をもって完成動画のみ当社からお客様に移転するものとします。また、当社は著作者人

格権を主張しないものとします。 

 

5. 本業務にモデル及びお客様所属スタッフ等が出演した場合、納品をもって、かかる知的

財産権の一切の責任をお客様が負うものとします。 

 

6. お客様は、当社に対し、本契約締結及び履行のために必要な委任又は利用許諾を権利者

（素材動画又は完成動画の出演者を含みます）から受けていること、並びに当社が素材動画

及び完成動画を制作及び利用することが第三者（素材動画又は完成動画の出演者を含みま

す）の一切の権利（知的財産権、名誉、プライバシー、パブリシティー権及び肖像権を含み

ます）を侵害するものではないこと、及び法令に反するものではないことを保証し、確約す

るものとします。 

 

7. お客様は、その保証事項違反その他の本契約違反に起因して、お客様又は当社が第三者

から異議、主張、請求等を受けた場合、お客様の費用と責任において、これを解決するもの

とし、当社に損害が発生した場合、当社に対しかかる損害の全て（弁護士費用を含みますが

これに限られません）を賠償する義務を負うものとします。 

 

8. 当社は、本業務、素材動画あるいは完成動画を当社の実績としてマーケティング及び営

業販促目的に限り、無償で使用することができるものとします。 

 

9. 当社は本業務の一部に限り第三者に再委託できるものとします。 

 

10. 当社は、素材動画を一定期間保管後、お客様の承諾なしに削除するものとします。 

 

11. 当社は機材破損等やむをえない場合に限り、本契約を途中解除できるものとします。か

かる場合、当社は途中解除までに行った成果物をお客様に引き渡すものとし、その実費をお

客様に請求するものとします。 

 

12. お客様及び当社は、本件業務に関連して知り得た、または開示を受けた技術上、営業上

の情報について、本件業務の遂行目的以外に利用せず、また事前に書面による承諾を得るこ

となく、第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。なお、本条項は本契約終了後も継

続するものとします。 



 

13. お客様及び当社は、本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、協議の

上、これを定めるものとします。 

 

14. 本契約に関する紛争が生じた場合には、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審

の専属的合意管轄裁判所とします。 


